
 

新規事業採択時評価結果（令和8年度新規事業整備箇所） 
担 当 課： 道路局 環境安全・防災課 

担 当 課 長 名： 水野 宏治 

事業の概要 

事業名 主要地方道 浜松
はままつ

環状
かんじょう

線
せん

 西ケ崎
に し が ざ き

工区 
事業 

区分 
地方道 

事業 

主体 浜松
はままつ

市 

起終点 
自：静岡県浜松

はままつ

市中央
ちゅうおう

区西ケ崎
に し が ざ き

町
ちょう

 

至：静岡県浜松
はままつ

市中央
ちゅうおう

区中郡
なかごおり

町
ちょう

 
延長 0.8km 

事業概要  

主要地方道浜松環状線は、中央区坪井町から東名浜松西ＩＣ、浜北新都市、東名浜松ＩＣを経て中央区安新町に至る国道

１号浜松バイパスと一体となって、浜松市の道路ネットワークである浜松環状道路を形成する一般広域道路である。 

当該区間は、浜松環状線の残す最後の暫定2車線区間であり、4車線化拡幅及び鉄道高架化を実施する事業である。 

事業の目的、必要性  

主要地方道浜松環状線は、都市の骨格を形成する環状道路であり、市中心部に向かう放射道路の交通を分散する

役割を担い、安定的な物流輸送を支える重要物流道路に指定されているほか、災害時の広域物資輸送拠点等を連絡

する重要な道路であることから、こうした機能を確保するため、現道の車線を 4 車線に拡幅し整備するものである。 

また、鉄道との交差部（積志13号踏切等）においては、慢性的な渋滞が発生するなど、円滑な交通のボトルネックと

なっていることから、道路機能の発現のため鉄道高架化を行うものである。 

全体事業費 約91億円 計画交通量 約36,000台／日 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係する地方公共団体等の意見 
周辺自治会から構成される（主）浜松環状線建設促進期成同盟会から、中郡・笠井工区の4車線化と併せた当該区

間の4車線化及び鉄道高架化の早期整備について要望があり、地元の合意形成は図られている。 

 

学識経験者等の第三者委員会の意見 
・新規事業化については妥当である。 

 

対応方針（採択理由） 
・費用便益比が 3.9 であり便益が費用を上回っている。 

・（主）浜松環状線の全線 4 車線化により、移動時間の短縮や 3 次医療施設への圏域が拡大するとともに、定性的効果

として浜松 IC から企業が集積する都田・三方原地区への道路ネットワーク機能が向上し、物流の効率化や経済活動の

活性化が見込まれる。 

以上より、本事業は令和 8 年度新規事業箇所として妥当である。 
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事業評価結果（総合評価） 
事業採択の前提条件  

☑便益が費用を上回っている 

☑事業実施環境が整っている 

 

費
用
便
益
分
析 

B/C  EIRR  総費用 ７１億円 総便益 275億円 

 

感度分析 基準年 

 〔4%〕 3.9  

12.9% 
事 業 費：            ７１億円 

維持管理費：            0.1億円 

  

走行時間短縮便益：             246 億円 

走行経費減少便益：              26 億円 

交通事故減少便益：                 3.3 億円 

 

交通量変動 B/C＝3.5～4.3(変動ケース：±10％) 

令和7年 □□参
考
□ 

〔2%〕 6.2  事業費変動 B/C＝3.5～4.3(変動ケース：±10％) 

〔1%〕 8.1  事業期間変動 B/C＝3.6～4.0(変動ケース：±20％) 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cは          を対象とした場合の値、（ ）書きの値は事業化区間を対象にした場合の費用便益分析結果。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔 〕内は社会的割引率の値） 
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評価項目 評価 根拠 

自
動
車
□
歩
行
者
□
□
影
響 

渋滞対策 ◎ 

【浜松市内の放射道路の交通量】 

・（主）浜松環状線の整備により、放射道路から環状道路へ交通が転換し、渋滞が緩和される。 

現状：約22.9万台/日→整備後：約22.3万台（約6,000台減少） 

・踏切に隣接する西ケ崎交差点（主要渋滞箇所）において、踏切が除却されることにより渋滞が緩和される。 

事故対策 ◎ 
鉄道高架化により８箇所の踏切が除却されるため、踏切に起因する交通事故を解消する。 

現況：直近１０年での踏切事故１７件→整備後：０件 

 

歩行空間 〇 （主）浜松環状線の整備により必要な道路幅員が確保され、歩行者や自転車にとって安全で安心なネットワークが形成される。 

社
会
全
体
□
□
影
響 

住民生活 ◎ 
・高次医療施設への速達性の向上による住民生活環境を改善する。 

3次医療施設（聖隷三方原病院・聖隷浜松病院）への救急車の30分到達圏域が拡大し、搬送可能な人口が約2.6万人増加 

地域経済 ◎ 
【浜松ICから企業が集積する都田・三方原地区までの移動時間】 

・踏切除去及び４車線化により交通容量が向上し、交通混雑が緩和されることで、浜松ICから企業が集積する都田・三方原地区への道路ネットワーク機能が向上し、物流の効率化や経済活動の活性化が見込まれる。 

災害 ○ 浜松環状線は災害時に必要な救助、消防活動および緊急物資を運ぶための緊急輸送道路として指定されており、移動時間の短縮効果により災害時における物資輸送の円滑化にも寄与する。 

環境 ― 注目すべき影響はない 

地域社会 ○ 環状機能の形成により、放射道路の交通量が減少し、放射道路を通る公共交通（バス）の定時性及び利便性が向上する見込みである。 

 

事業実施環境  

・昭和42年度都市計画決定（平成22年度変更） 

・（主）浜松環状線建設促進期成同盟会などから早期整備の要望を受けている。 

・令和6年2月に浜松市と鉄道事業者（遠州鉄道株式会社）間において、積志13号踏切等の鉄道高架化を進めていくことの合意が図られ、事業実施環境が整っている。 


